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令和７年 障害者雇用状況の集計結果 
（令和７年６月１日現在） 

 

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、身体障害者又は知的障害者の雇用義務がある  

事業主等から、毎年６月 1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者（以下「障害

者」という。）の雇用状況について公共職業安定所への報告を求めています。 

北見公共職業安定所管内の令和７年６月１日現在における雇用状況に関する集計結果は以下の

とおりです。 
 

 

 

 

 

 

◎ 集計結果のポイント 

【 民間企業(４０．０人以上規模の企業) 】（法定雇用率２．５％） 

○ 集計企業数は １４４社（対前年比 ５．１％、７社増加） 

○ 雇用率の算定基礎となる対象労働者数は １４,７８２．５人（対前年比 １０．８％、１４３５人増加） 
○ 雇用されている障害者の数は ３７５．０人（対前年比 ３．２％、１１．５人増加） 

○ 実雇用率は ２．５４％ (対前年比 ０．１８ポイント低下) 

○ 法定雇用率達成企業数は ６３社（対前年比 １社減少） 

○ 法定雇用率達成企業の割合は ４３．８％ (対前年比 ２．９ポイント低下) 
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法定雇用率適用区分 

 

法 定 

雇用率 

実雇用率 法定雇用率達成割合 

北見所 北海道 全 国 北見所 北海道 全 国 

民 間 企 業 
％ 

２．５ 

％ 

２．５４ 

％ 

２．５７ 

％ 

２．４１ 

％ 

４３．８ 

％ 

４９．２ 

％ 

４６．０ 

地
方
公
共
団
体 

都道府県知事部局、都道

府県機関、市町村長部局

及び下記以外の市町村の

教育委員会等 

％ 

２．８ 

％ 

２．７１ 

    ％

 ２．６０ 

％ 

２．８０ 

％ 

７０．０ 

％ 

５９．９ 

％ 

７１．２ 

都道府県の教育委員会及

び一定の市町村の教育委

員会 

％ 

２．７ 

 

 

％ 

２．５４ 

％ 

２．３１ 

 

 

％ 

５０．０ 

％ 

４２．６ 
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【 公的機関 】（法定雇用率２．８％） 

○ 集計機関数は １０機関（対前年比１機関増加） 

○ 実雇用率は ２．７１％(対前年比 ０．０２ポイント上昇) 

○ 法定雇用率達成機関数は ７機関（対前年比１機関増加） 

○ 法定雇用率達成機関の割合は ７０．０％(対前年比３．３ポイント上昇) 

 

 

 

 

  

民間企業については、 

◎ 北見公共職業安定所における、令和６年度の障害者の就職件数は２０９件となっています。 

◎ 北見公共職業安定所では、各企業の法定雇用率達成に向けて、雇用率達成指導をより一層

強化し、訪問等による着実な指導を実施しています。 

◎  これら雇用率達成指導の強化とともに、北見公共職業安定所では、福祉施設・特別支援学

校など関係機関との連携による就労支援（「チーム支援」）を重点的な取組項目とし、求人の  

開拓や障害者の職域提案から、紹介や雇入れ後の職場定着支援まで、トータルな就労支援を

行っています。 

◎ さらに、各種助成制度（トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）、特定求職者   

雇用開発助成金（特定就職困難者コースほか））を効果的に活用して、障害者の雇用促進を

図っています。 

 

地方公共団体及び独立行政法人等については、 

◎ 民間企業に率先垂範して法定雇用率を達成する立場にあることから、未達成の機関に対す

る達成指導を強力に実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、北見公共職業安定所では 
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○ 雇用率及び障害種別の雇用障害者数の推移 
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Ⅱ 民間企業における雇用状況 

  
令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

対象労働者数 12,987.5 12,767.5 12,871.0 13,347.5 14,782.5 

障害者全数 377.5 355.5 337.0 363.5 375.0 

 身体障害者 208.0 201.0 172.0 199.5 206.0 

 知的障害者 115.5 105.0 109.0 112.5 117.5 

 精神障害者 54.0 49.5 56.0 51.5 51.5 
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○ 法定雇用率２．８％が適用される機関の雇用率の推移 

 

 

 

○ 法定雇用率２．８％が適用される機関の在職状況（障害種別等） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

区  分 

 

機関数 

 

対象職員数 

 

 

障害者の数 

 

 

実雇用率 

 

法定雇用率

達成機関の

数 

 

達成割合 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

北見 

令 和 
 

７ 年 

機関 人 人 人 人 ％ 機関 ％ 

10 3,139.0 63.5 3.5 18.0 2.71 7 70.0 

６ 年 9 2,931.5 57.0 3.0 19.0 2.69 6 66.7 

北海道 

７ 年 227 86,040.0 1,805.0 77.0 355.5 2.60 136 59.9 

６ 年 222 80,469.5 1,761.0 68.5 334.5 2.69 136 61.3 

全 国 

７ 年 2,681 2,180,983.5 43,327.5 2,401.0 15,384.0 2.80 1,908 71.2 

６ 年 2,700 2,064,209.5 42,842.0 2,260.5 13,789.5 2.85 1,962 72.7 

 

Ⅲ 地方公共団体における在職状況 
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（ 参 考 ） 

◎ 法定雇用率とは 

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞ 

れ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされ

ている。 

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けている者に限る。)である。 

 

○ 一般の民間企業 ･････････････２．５％ 

○ 独立行政法人等 ･････････････２．８％ 

○ 国、地方公共団体 ･･･････････２．８％ 

○ 都道府県等の教育委員会 ･････２．７％ 

 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障 

害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間 

以上30時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害 

者である短時間労働者については、0.5 人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウン 

トされる。 

※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者（１週間の所定労働 

時間が10時間以上20時間未満の労働者）については、0.5 人分としてカウントされる。     
◎ 除外率とは  
○ 民間企業における除外率制度 

 各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる常用雇用労働者数を算

定する際に、一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主については、その常用雇用労働者数

から一定率に相当する労働者数を控除する制度。 

   この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成 14 年法改正により、平成 16 年  

４月に廃止した。経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、

廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている（法律附則）。 

 平成 16 年４月、平成 22 年７月、令和７年４月に、それぞれ、一律に 10 ポイントの引下げ 

を実施。 
 
 
○ 国及び地方公共団体における除外率制度 

各任命権者が採用しなければならない障害者数を算定する基礎となる職員数を算定する際に､

一定の範囲の職種に従事する者（除外職員）を控除する制度｡ 

平成 16年４月１日から、除外職員の範囲を、国民の生命の保護や、公共の安全と秩序の維 持

を職務としており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職

員に限定することとした（警察官、自衛官など）｡ 

なお、除外職員ではなくなった職員（医師、教育職員など）が一定割合を占める機関（病院、

教育委員会など）については、当該職員が職員総数に占める割合を基に、当分の間、除外率を設

定した上で、廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小を進めていくこととしており、平成 16 年 ４

月、平成 22 年７月、令和７年４月に、それぞれ、10 ポイントの引下げを実施。 
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